
銀行カードローン検査 中間とりまとめ

主なポイント

平成30年１月

金融庁



3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 
4.1 

4.6 5.1 
5.6 

17.3 

15.4 

13.3 

10.7 

7.7 

6.1 

5.1 
4.7 

4.5 4.4 4.5 

0

5

10

15

20

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

銀行によるカードローン等貸付け 貸金業者による消費者向け貸付け

（年度）

（兆円）

（注）「カードローン等」は、カードローン（当座貸越方式）、応急ローンおよびカードキャッシングの合計。
（資料）貸金業関係資料集（金融庁）及び日本銀行資料より、金融庁作成

銀行カードローン検査の概要

国内銀行によるカードローン等残高と
貸金業者による消費者向け貸付け残高の推移

１

 銀行カードローンについては、低金利環境を背景に近年残高が増加し、過剰な貸付けが行われて
いるとの批判

 各銀行において、全国銀行協会の「申し合わせ」（2017年３月）を踏まえ、業務運営の適正化を行っ
ているが、金融庁は、2017年９月より、業務運営の詳細な実態把握を行うために検査を実施

 検査対象行（2017年12月末現在）： 12銀行（残高の多い先を中心に選定。残高全体の約６割をカバー）

①保証会社の審査に過度に依存していないか

②過剰な貸付けを防止するための融資審査態勢（年収証明
書の取得、融資上限枠の設定など）が構築されているか

③融資実行後も、定期的に顧客の状況変化を把握しているか

④配慮に欠けた広告宣伝を行っていないか

⑤支店や行員に対する業績評価体系

主な着眼点
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A銀行 B銀行 C銀行 D銀行 E銀行 F銀行

（代弁率）

(年収:万円)1/3以下 1/3超～1/2以下

主な検証結果 （１）

２

年収証明書の
取得基準

融資額が
200～500万円超
（12行）

貸金業法と同水準の50万円超に
引下げ（12行中11行）

50万円超への引下げを
検討中（１行）

融資上限枠
各銀行で区々（例：年
収と同額まで、他行融
資を勘案しないなど）

他行融資を勘案した融資
上限枠の設定等を検討中

（５行）

債務比率別の年収と代弁率の状況

申し合わせ以前 申し合わせ以降
検査実施後

（改善を促した銀行の対応）

他行等からの借入額を含め年収
の２分の１まで（12行中７行）

生活維持費を考慮するなど精緻な
審査の事例も
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銀行カードローン保証 貸金業者貸付

（％）

（年度）
（注）貸倒損失率

・ 銀行カードローン保証： 貸倒損失額/(信用保証残高+求償債権残高+破産更生債権残高)

・ 貸金業者貸付： 貸倒損失額/(営業貸付金残高+破産更生債権残高)

銀行カードローン・貸金業者貸付別の
貸倒損失率の推移（大手保証会社平均）

保証会社審査
への依存

返済能力審査を
保証会社に依存
（12行中９行）

銀行自ら審査モデルを
整備するなどの動き
（９行中６行）

（注） 他行等からの借入額を含め年収の２分の１までとする７行のうち、比較可能なデータを有する６行を掲載

独自の分析を通じた審査基
準の改善等を検討中（３行）



主な検証結果 （２）

広告・宣伝

「年収証明書不要」等
の不適切な文言あり

（12行）

途上管理

銀行自らは途上管理
を実施せず
（12行中８行）

営業店・行員
に対する業績
評価体系 改善に向けた対応を

検討中（１行）

申し合わせ以前 申し合わせ以降
検査実施後

（改善を促した銀行の対応）

３

銀行自らが能動的に収入・勤務先
の変動を確認する等の動き

（８行中３行）

広告・宣伝の不適切な文言を削除（12行）

カードローンと他の消費者ローンの同時販売を奨励
（12行中１行）

顧客からの相談窓口で返済期間の猶予等に対応（12行中５行）

テレビCMは制限なし
（12行中５行）

テレビCMは貸金業の自主規制ガイドライン（注）と同水準（12行）

（注） 午前7時～9時、午後5時～10時は原則として放送を行わない等

12行すべてに改善を促し、
顧客相談対応の拡充を

検討中

カードローンの不適切な契約を招きかねない問題事例等は見られず（12行）

12行すべてに改善を促し、
融資実行後の年収証明書
の取得等を検討中



 途上管理
 顧客の状況変化を把握し、多重債務の発生抑制や利用者保護等の対応に繋げていく必要

 カードローンの返済等に係る顧客からの相談を受け付ける窓口や救済措置の拡充が重要

 カードローン以外の消費者向け貸付けへの対応
 フリーローンをはじめとする他の消費者向け無担保貸付についても、カードローンと同様の改善が必要

 顧客の借入状況の把握に向けた課題
 銀行カードローンの貸付額や保証額について、信用情報機関に登録される情報の精度にばらつき

４

 検査実施先については、これまでの検査を通じて、多重債務の発生抑制や利用者保護等の観点
を踏まえた態勢の整備に一定の改善が見られる

 金融庁においては、検査実施先の改善状況をフォローアップし、取組みの実効性を注視するとと
もに、顧客相談窓口の拡充、信用情報機関に登録される情報の精緻化を含め、残された課題に
ついても改善を促していく

 加えて、今後、銀行カードローンを取り扱っている全先に対し、検査を含めたモニタリングを継続
していく

今後の対応

残された課題

残された課題、今後の対応


